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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の食品を支持するための構造体（１４４）であって、
　互いに接続している第一の分離パネル（１０２，２０２）及び第二の分離パネル（１０
４，２０４）と、
　該第一の分離パネルに接続している第一のベースパネル（１１０、１１４、２１０，２
１４）と、
　該第二の分離パネルに接続している第二のベースパネル（１１０、１１２、２１０，２
１２）とを備え、
  該第一の分離パネル、該第二の分離パネル、該第一のベースパネル及び該第二のベース
パネルの少なくとも一つは、マイクロ波エネルギー相互作用材料（１６４、２６４）を含
んでおり、
　該第二のベースパネルは、該構造体の縁部に沿って配置されている第一の固定機能部（
１１８，２１８）を含み、該第一のベースパネルは、該構造体の縁部に沿って配置されて
いる第二の固定機能部（１２０、２２０）を含み、
　該第二の固定機能部（１２０，２２０）と該第一の固定機能部（１１８，２１８）とが
互いに重なり合う関係で係合することにより、該第一の分離パネルと該第二の分離パネル
とが互いに向き合う関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが少なくとも部分
的に保持され、
　該第一の固定機能部（１１８，２１８）は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する
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第一のカットにより画定されており、該第二の固定機能部（１２０，２２０）は、該構造
体の該縁部からほぼ内方に延在する第二のカットにより画定されている、構造体。
【請求項２】
　該第二の固定機能部（１２０，２２０）と該第一の固定機能部（１１８，２１８）とが
互いに係合したときに、該第二の固定機能部（１２０，２２０）が該第二の分離パネルに
近接し、かつ該第一の固定機能部（１１８，２１８）が該第一の分離パネルに近接する、
請求項１に記載の構造体。
【請求項３】
　該第一のベースパネルは、該構造体の該縁部にほぼ垂直な方向に延在する第一の折り曲
げ線（１３４，２３４）に沿って該第一の分離パネルに接続されており、該第二のカット
は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（１２６，２２６）と、該弓形
カットから該第一の折り曲げ線まで延在する傾斜カット（１２８、２２８）とから成り、
該傾斜カットは、該構造体の該縁部に向かう方向に延在している、請求項１に記載の構造
体。
【請求項４】
　該傾斜カットは、該第二の固定機能部（１２０，２２０）の固定用突起（１３０、２３
０）をすくなくとも部分的に画定しており、該固定用突起は該第二の分離パネルと係合す
るようにされている、請求項３に記載の構造体。
【請求項５】
　該第二のベースパネルは、該構造体の該縁部にほぼ垂直な方向に延在する第二の折り曲
げ線（１３８）に沿って該第二の分離パネルに接続されており、該第一のカットは、該構
造体の該縁部から内方に延在する弓形カット（１２２）と該第二の折り曲げ線とほぼ共線
状の横方向のカット（１２４）とから成る、請求項３に記載の構造体。
【請求項６】
　該第二のベースパネルは、該構造体の該縁部にほぼ垂直な方向に延在する第二の折り曲
げ線（２３８）に沿って該第二の分離パネルに接続されており、該第一のカットは、該構
造体の該縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（２２２）と、該弓形カットから、該第
二の折り曲げ線から離れていく方向でありかつ該構造体の該縁部から離れていく方向に延
在する傾斜カット（２２４）とから成る、請求項３に記載の構造体。
【請求項７】
　該構造体の該縁部は第一の縁部であり、該第一のベースパネルは該構造体の第二の縁部
に沿う第三の固定機能部（１２０）を含み、該構造体の該第二の縁部は該第一の縁部に対
向しており、該第二のベースパネルは該構造体の第二の縁部に沿う第四の固定機能部（１
１８）を含み、該第三の固定機能部と該第四の固定機能部とが互いに係合して該第一の分
離パネルと該第二の分離パネルとが互いに向き合う関係で該第一の分離パネルと該第二の
分離パネルとを少なくとも部分的に保持するようにされている、請求項１に記載の構造体
。
【請求項８】
　前記マイクロ波エネルギー相互作用材料は、衝突するマイクロ波エネルギーの少なくと
も一部を熱エネルギーに変換する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項９】
　複数の食品を支持するための構造体（１４４）であって、
　複数の仕切り壁（１４６）を備え、各仕切り壁は、互いに折り曲げ可能に接続されてい
る第一の分離パネル（１０２，２０２）と第二の分離パネル（１０４，２０４）とを備え
おり、
　複数のベースパネル（１１０、１１２、１１４、２１０、２１２、２１４）を備え、各
ベースパネルは、隣接する一対の仕切り壁の間に配置されていて該隣接する一対の仕切り
壁を接続しており、
　該複数の仕切り壁及び該複数のベースパネルの少なくとも一つは、マイクロ波エネルギ
ー相互作用材料（１６４，２６４）を含んでおり、
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　該構造体の縁部に沿って配置されている第一の固定機能部（１１８，２１８）と第二の
固定機能部（１２０，２２０）とを備え、
　該複数のベースパネルは、第一のベースパネル（１１０、１１４、２１０、２１４）と
第二のベースパネル（１１０，１１２，２１０，２１２）とを含み、該第一のベースパネ
ルは該第二の固定機能部（１２０，２２０）を含み、該第二のベースパネルは該第一の固
定機能部（１１８，２１８）を含み、
　該第一の固定機能部と該第二の固定機能部とが互いに重なるようにして該構造体の該縁
部に沿って互いに係合することにより、該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが互
いに向き合う関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとを保持するようにされて
おり、
　該第一の固定機能部（１１８，２１８）は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在して
いる第一のカットにより画定されており、該第二の固定機能部（１２０，２２０）は、該
構造体の該縁部からほぼ内方に延在している第二のカットにより画定されている、構造体
。
【請求項１０】
　該第二のカットは、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在している弓形カット（１２６
、２２６）と、該弓形カットから該構造体の該縁部の方向に延在している傾斜カット（１
２８，２２８）とから成る、請求項９に記載の構造体。
【請求項１１】
　該傾斜カットは、該第二の固定機能部（１２０，２２０）の固定用突起（１３０、２３
０）を少なくとも部分的に画定している、請求項１０に記載の構造体。
【請求項１２】
　該第二の固定機能部（１２０，２２０）の該固定用突起は、該第二の分離パネルと係合
する、請求項１１に記載の構造体。
【請求項１３】
　該第一のカットは、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（１２２）と
、該弓形カットから該構造体の該縁部から離れていく方向に延在する横方向カット（１２
４）とから成る、請求項９に記載の構造体。
【請求項１４】
　該第一のカットは、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（２２２）と
、該弓形カットから該構造体の該縁部から離れていく方向に延在する傾斜カット（２２４
）とから成る、請求項９に記載の構造体。
【請求項１５】
　該構造体の該縁部は第一の縁部であり、該第一のベースパネルは該構造体の第二の縁部
に沿って位置する第三の固定機能部（１２０）を含み、該構造体の該第二の縁部は該第一
の縁部に対向しており、該第二のベースパネルは該構造体の第二の縁部に沿って位置する
第四の固定機能部（１１８）を含み、該第三の固定機能部と該第四の固定機能部とが互い
に組み合わされるようにされている、請求項９に記載の構造体。
【請求項１６】
　該仕切り壁が該ベースパネルに対してほぼ垂直となるように該仕切り壁がほぼ直立して
いる、請求項９乃至１５のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項１７】
　該仕切り壁が該ベースパネルに対してほぼ平行であるように該仕切り壁はほぼ平坦とさ
れている、請求項９乃至１５のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項１８】
　該隣接する対の仕切り壁と、該隣接する対の仕切り壁間の該ベースパネルとが食品を収
容するリセプタクル（１４８）を画成している、請求項９乃至１７のいずれか一項に記載
の構造体。
【請求項１９】
　前記マイクロ波エネルギー相互作用材料は、衝突するマイクロ波エネルギーの少なくと
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も一部を熱エネルギーに変換する、請求項９乃至１８のいずれか一項に記載の構造体。
【請求項２０】
　構造体を形成するためのブランク（１００，２００）であって、該ブランクは互いに接
続されている複数のパネルを備え、該互いに接続されている複数のパネルの少なくとも一
つは、マイクロ波エネルギー相互作用材料（１６４，２６４）を含んでおり、各パネルは
、第一の方向に延在する第一の寸法と該第一の方向に対してほぼ垂直な第二の方向に延在
する第二の寸法とを有し、
　該互いに接続されている複数のパネルは、
　該第一の方向に延在する第一の折り曲げ線（１０６，２０６）に沿って接続されている
第一の分離パネル（１０２、２０２）及び第二の分離パネル（１０４，２０４）と、
　該第一の方向に延在する第二の折り曲げ線（１３４、２３２）に沿って該第一の分離パ
ネルに接続されている第一のベースパネル（１１０、１１４、２１０、２１４）と、
　該第一の方向に延在する第三の折り曲げ線（１３８、２３８）に沿って該第二の分離パ
ネルに接続されている第二のベースパネル（１１０、１１２、２１０、２１２）と、
　該ブランクの第一の縁部に沿って配置されている第一及び第二の固定機能部（１１８、
１２０、２１８、２２０）とを備え、
　該ブランクの該第一の縁部は該第二の方向に延在しており、
　該第一のベースパネルは該第二の固定機能部（１２０，２２０）を含み、該第二のベー
スパネルは該第一の固定機能部（１１８，２１８）を含み、
　該第一の固定機能部と該第二の固定機能部は、該ブランクが構造体に組み立てられた際
に、該第一の固定機能部と該第二の固定機能部とが該ブランクの第一の縁部に沿って互い
に重なり合う関係で互いに係合するようにされており、該第一の固定機能部と該第二の固
定機能部との係合により、該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが互いに向き合う
関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが保持され、
　該第一の固定機能部（１１８，２１８）は、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に
延在している第一のカットにより画定されており、該第二の固定機能部（１２０，２２０
）は、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在する第二のカットにより画定されて
いる、ブランク。
【請求項２１】
　該第二のカットは、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（１
２６，２２６）と、該弓形カットから該ブランクの該第一の縁部の方向に延在する傾斜カ
ット（１２８、２２８）とから成る、請求項２０に記載のブランク。
【請求項２２】
　該傾斜カットは、該第二の固定機能部（１２０，２２０）の固定用突起を少なくとも部
分的に画定している、請求項２１に記載のブランク。
【請求項２３】
　該第一のカットは、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（１
２２）と、該弓形カットから該ブランクの該第一の縁部から離れていく方向に延在する横
方向カット（１２４）とから成る、請求項２０に記載のブランク。
【請求項２４】
　該第一のカットは、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在する弓形カット（２
２２）と、該弓形カットから該ブランクの該第一の縁部から離れていく方向に延在する傾
斜カット（２２４）とから成る、請求項２０に記載のブランク。
【請求項２５】
　該第一のベースパネルは、該ブランクの第二の縁部からほぼ内方に延在する第三のカッ
トにより画定される第三の固定機能部（１２０）を含み、該ブランクの該第二の縁部は該
第二の方向に延在しており、該ブランクの該第二の縁部は該ブランクの該第一の縁部に対
向しており、該第二のベースパネルは、該ブランクの該第二の縁部に沿う第四の固定機能
部（１１８）を含み、該第四の固定機能部は、該ブランクの該第二の縁部からほぼ内方に
延在する第四のカットにより画定されている、請求項２０に記載のブランク。
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【請求項２６】
　該ブランクが構造体に組み立てられた際に、該第三の固定機能部と該第四の固定機能部
とが組み合うようにされている、請求項２５に記載のブランク。
【請求項２７】
　該第一の折り曲げ線（１０６，２０６）は、該ブランクの該第一の縁部と該ブランクの
第二の縁部との間に延在しており、該第二の折り曲げ線（１３４、２３２）は、該第一の
ベースパネルの該第二の固定機能部（１２０，２２０）と該第三の固定機能部との間に延
在しており、該第三の折り曲げ線（１３８、２３８）は、該第二のベースパネルの該第一
の固定機能部（１１８，２１８）と該第四の固定機能部との間に延在している、請求項２
５に記載のブランク。
【請求項２８】
　前記マイクロ波エネルギー相互作用材料は、衝突するマイクロ波エネルギーの少なくと
も一部を熱エネルギーに変換する、請求項２０乃至２７のいずれか一項に記載のブランク
。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００６年３月３１日出願の、米国仮出願第６０／７８８，３４４号、およ
び２００６年４月２７日出願の、米国仮出願第６０／７９５，３２０号の利益を主張し、
その両方は、全体として参照することによって本願に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、１つ以上の食品を支持するための、様々なブランク、構造体、パッケージ、
およびシステムに関する。かかるブランク、構造体、パッケージ、およびシステムは、電
子レンジ内で、かかる食品を加熱する、焦げ目をつける、カリカリに仕上げるための機能
を含んでもよい。
【背景技術】
【０００３】
　菓子・食品缶や調味料・飲料瓶などの、破損し易い複数個の商品を収容する贈答箱用の
、板紙製や段ボール紙製などの仕切り板に関する発明が特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献１】特開平１０－３１０１２７
　電子レンジは、使用者による消費のための食品を準備する、便利な手段を提供する。し
かしながら、電子レンジは、かかるアイテムの加熱むらを起こす傾向があり、従来のオー
ブン、オーブントースタ、またはトースタを使用して実現される可能性がある、一部の食
品、特に、生地ベースの、またはパン粉をまぶした食品に、焦げ目をつけたり、カリカリ
に仕上げる同程度のレベルを、多くの場合達成できない。同時に、かかる器具は、多くの
場合、かかる食品を予熱や準備するために、より多くの時間を必要とする。さらに、状況
によっては、かかる器具は、使用者にとって便利でなかったり、使用することが許可され
ていない。例えば、多くの大学、病院、ホテル、職場、および他の施設は、居住者が、個
々の部屋またはオフィス内で、トースタ、オーブントースタ、または従来のオーブンを使
用することを許可していない。
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、かかる施設の多くは、個々の部屋もしくはオフィス内、またはキッチン
、カフェテリア、もしくは休憩室などの共有エリア内のいずれかで、電子レンジの使用を
許可している。そのようなものとして、使用者が、望ましくは電子レンジ内で焦げ目をつ
けたり、カリカリに仕上げられるトースト、ワッフル、フレンチトースト、ベーグル、イ
ングリッシュマフィン、サンドイッチ、ペストリ、パン粉をまぶした肉、および他のアイ
テムを準備することを可能にする、材料、構造体、およびシステムの継続的必要性がある
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。また、加熱前、中、後に、分離した構成で１つ以上の食品を収容する必要性がある。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、概して、１つ以上の食品を支持するための、様々なブランク、構造体、パッ
ケージ、およびシステムに関する。様々な構造体は、食品を収容するために使用されても
よく、任意に、電子レンジ内で食品を加熱する、焦げ目をつける、カリカリに仕上げるた
めに使用されてもよい。必要に応じて、本発明の様々なブランク、構造体、パッケージ、
およびシステムは、食品へのマイクロ波エネルギーの作用を変える機能を含んでもよい。
また、かかるブランク、構造体、パッケージ、およびシステムは、望ましくは互いに分離
している複数の食品の保存を容易にすることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願発明によれば、複数の食品を支持するための構造体が提供され、該構造体は、互い
に接続している第一の分離パネル及び第二の分離パネルと、該第一の分離パネルに接続し
ている第一のベースパネルと、該第二の分離パネルに接続している第二のベースパネルと
を備えており、該第二のベースパネルは、該構造体の縁部に沿って配置されている第一の
固定機能部を含み、該第一のベースパネルは、該構造体の縁部に沿って配置されている第
二の固定機能部を含み、該第二の固定機能部と該第一の固定機能部とが互いに重なり合う
関係で係合することにより、該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが互いに向き合
う関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが少なくとも部分的に保持され、該
第一の固定機能部は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する第一のカットにより画定
されており、該第二の固定機能部は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在する第二のカ
ットにより画定されている。
【０００６】
　また、本願発明によれば、複数の食品を支持するための構造体が提供され、該構造体は
、複数の仕切り壁を備え、各仕切り壁は、互いに折り曲げ可能に接続されている第一の分
離パネルと第二の分離パネルとを備えおり、複数のベースパネルを備え、各ベースパネル
は、隣接する一対の仕切り壁の間に配置されていて該隣接する一対の仕切り壁を接続して
おり、該構造体の縁部に沿って配置されている第一の固定機能部と第二の固定機能部とを
備え、該複数のベースパネルは、第一のベースパネルと第二のベースパネルとを含み、該
第一のベースパネルは該第二の固定機能部を含み、該第二のベースパネルは該第一の固定
機能部を含み、該第一の固定機能部と該第二の固定機能部とが互いに重なるようにして該
構造体の該縁部に沿って互いに係合することにより、該第一の分離パネルと該第二の分離
パネルとが互いに向き合う関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとを保持する
ようにされており、該第二の固定機能部は、該構造体の該縁部からほぼ内方に延在してい
る第二のカットにより画定されており、該第一の固定機能部は、該構造体の該縁部からほ
ぼ内方に延在している第一のカットにより画定されている。
【０００７】
　また、本願発明によれば、構造体を形成するためのブランクが提供され、該ブランクは
互いに接続されている複数のパネルを備え、各パネルは、第一の方向に延在する第一の寸
法と該第一の方向に対してほぼ垂直な第二の方向に延在する第二の寸法とを有し、該互い
に接続されている複数のパネルは、該第一の方向に延在する第一の折り曲げ線に沿って接
続されている第一の分離パネル及び第二の分離パネルと、該第一の方向に延在する第二の
折り曲げ線に沿って該第一の分離パネルに接続されている第一のベースパネルと、該第一
の方向に延在する第三の折り曲げ線に沿って該第二の分離パネルに接続されている第二の
ベースパネルと、該ブランクの第一の縁部に沿って配置されている第一及び第二の固定機
能部とを備え、該ブランクの該第一の縁部は該第二の方向に延在しており、該第一のベー
スパネルは該第二の固定機能部を含み、該第二のベースパネルは該第一の固定機能部を含
み、該第一の固定機能部と該第二の固定機能部は、該ブランクが構造体に組み立てられた
際に、該第一の固定機能部と該第二の固定機能部とが該ブランクの第一の縁部に沿って互



(7) JP 5718567 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

いに重なり合う関係で互いに係合するようにされており、該第一の固定機能部と該第二の
固定機能部との係合により、該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとが互いに向き合
う関係で該第一の分離パネルと該第二の分離パネルとを保持され、該第一の固定機能部は
、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在している第一のカットにより画定されて
おり、該第二の固定機能部は、該ブランクの該第一の縁部からほぼ内方に延在する第二の
カットにより画定されている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本発明の様々な態様に従った、例示的なブランクの平面図である。
【図１Ｂ】図１Ａのブランクの一部の詳細図である。
【図１Ｃ】部分的に構造体に組み立てられた、図１Ａのブランクの一部を図解する。
【図１Ｄ】本発明の様々な態様に従って、外側カートンに関して、分解組立図で示した構
成で、図１Ａのブランクから組み立てられた例示的な構造体を図解する。
【図１Ｅ】本発明の様々な態様に従った、マイクロ波エネルギー相互作用要素を有する、
図１Ａのブランクの平面図である。
【図１Ｆ】図１Ｅのブランクの略および部分断面図である。
【図１Ｇ】本発明の様々な態様に従った、複数のマイクロ波エネルギー相互作用要素を有
する、図１Ａのブランクの平面図である。
【図２】本発明の様々な態様に従った、別の例示的なブランクの平面図である。
【図３Ａ】本発明に対する参考例として例示するブランクの平面図である。
【図３Ｂ】部分的に構造体に組み立てられた、図３Ａのブランクの一部を図解する。
【図３Ｃ】図３Ａのブランクから組み立てられた構造体を図解する。
【図４Ａ】本発明に対する参考例として例示するブランクの平面図である。
【図４Ｂ】外側カートンに関して、分解図で示した構成で、図４Ａのブランクから組み立
てられた構造体を示している。
【図５Ａ】本発明に対する参考例として例示する、別のブランクの平面図である。
【図５Ｂ】部分的に構造体に組み立てられた、図５Ａのブランクを図解する。
【図５Ｃ】、図５Ａのブランクから組み立てられた、例示的な構造体の頂面図である。
【図６Ａ】本発明に従って使用することができる、例示的なマイクロ波エネルギー相互作
用絶縁材料の略断面図である。
【図６Ｂ】カットシートの形での、図６Ａの絶縁材料の略斜視図である。
【図６Ｃ】マイクロ波エネルギーの照射の間の、図６Ｂの絶縁材料の略斜視図である。
【図７】本発明に従って使用することができる、別の例示的なマイクロ波エネルギー相互
作用絶縁材料の略断面図である。
【図８】本発明に従って使用することができる、さらに別の例示的なマイクロ波エネルギ
ー相互作用絶縁材料の略断面図である。
【図９】本発明に従って使用することができる、さらに別の例示的なマイクロ波エネルギ
ー相互作用絶縁材料の略断面図である。
【図１０】本発明に従って使用することができる、別の例示的なマイクロ波エネルギー相
互作用絶縁材料の略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の他の態様、機能、および利点は、以下の説明および添付の図面から、明らかと
なる。
　説明は、添付の図面を参照し、そのいくつかは概略図である。一般的な方法に従って、
以下に考察される図面の様々な特徴は、必ずしも原寸に比例して描写されるとは限らない
。図面における様々な特徴および要素の寸法は、本発明の特徴をより明確に図解するため
に、拡大または縮小される可能性がある。
【００１０】
　本発明の様々な態様が、図面を参照することによって図解することができる。様々な発
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明のいくつかの異なる例示的な態様、実施、および実施形態が提供されるが、様々な発明
、態様、実施、および発明の実施形態の多数の相互関係、組合せ、および修正が、これに
よって考慮される。
【００１１】
　図１Ａは、本発明の様々な態様に従った、構造体１４４（図１Ｄに図示）を形成するた
めに使用される、例示的なブランク１００の平面図である。本態様、および他の態様では
、構造体１４４（図１Ｄ）は、輸送、保存、加熱、給仕中、略鉛直の、直立した構成で、
１つ以上の食品を支持するために使用することができる。このようにして、アイテムは互
いにおおむね分離され、それによって、食品の損傷を最小限に抑え、食品の加熱を容易に
する。
【００１２】
　図１Ａを見ると、ブランク１００は、横方向の背折り線１０６に沿って、折り畳み可能
に接続される、複数の第１および第２の分離パネル１０２、１０４を含む、略細長のスト
リップ片である。分離パネル１０２、１０４は、ブランク１００から直立する構造体１４
４（図１Ｄ）内に、仕切り壁１４６を形成する対１０８内に配列される。図１Ａの例示的
なブランク１００は、ベースパネル１１０、または１１２によって互いに接続される、隣
接するパネルの対１０８を有する、５つのパネルの対１０８を含む。しかしながら、構造
体１４４内で保存、または加熱される食品の数によって、より少ない、またはより多くの
パネルの対１０８を、必要に応じて含むことができる。末端のベースパネル１１４は、ブ
ランク１００の各端部で、パネルの対１０８に折り曲げ可能に接続される。端部パネル１
１６は、ブランク１００の各端部で、折り曲げ可能に接続されてもよい。ブランク１００
は、長手方向の中心線ＣＬに対して、全体的または部分的に対称であってもよい。
【００１３】
　例示的な実施形態では、１つのベースパネル１１０は、ベースパネル１１２の左側に位
置し、それは横方向の中心線ＣＴに対して対称であり、２つのベースパネル１１０は、対
称のベースパネル１１２の右側に位置する。ベースパネル１１２の左側のベースパネル１
１０は、右側のベースパネル１１０のミラーイメージである。同様に、対称のベースパネ
ル１１２の左側の、分離パネルの対１０８は、対称のベースパネル１１２の右側の、分離
パネルの対１０８のミラーイメージである。
【００１４】
　ベースパネル１１０は、各パネル１１０の各端部で、第１および第２の固定機能部１１
８、１２０を含む。各第１の固定機能部１１８は、横方向のカット１２４と同一延長であ
ってもよい曲線または弓形カット１２２によって、一部分において画定される。当然のこ
とながら、ここに開示される各カットは、より正確には、スリットの形であってもよい。
【００１５】
　各第２の固定機能部１２０は、曲線または弓形カット１２６、および曲線カット１２６
の端部から延在する傾斜カット１２８によって、一部分において画定される。曲線カット
１２６、および傾斜カット１２８は、第２の固定機能部１２０の固定突起１３０を画定す
る。ベースパネル１１０の細長く、略長方形の中心部分１３２は、横方向の折り線１３４
に沿って、隣接する第１の分離パネル１０２に、折り曲げ可能に接続され、横方向の折り
線１３８に沿って、隣接する第２の分離パネル１０４に、折り曲げ可能に接続される。
【００１６】
　対称のベースパネル１１２は、パネル１１２の各端部で、一対の第１の固定機能部１１
８を有してもよい。さらに、対称のベースパネル１１２は、横方向の折り線１３８に沿っ
て、隣接する第２の分離パネル１０４に、折り曲げ可能に接続される、細長く、略長方形
の中心部分１３６を含む。同様に、末端のベースパネル１１４の細長く、略長方形の中心
部分１４０は、横方向の折り線１３４に沿って、隣接する第１の分離パネル１０２に、ま
た横方向の折り線１４２に沿って、隣接する端部パネル１１６に、折り曲げ可能に接続さ
れる。第２の固定機能部１２０は、末端のベースパネル１１４のそれぞれの各端部に位置
する。
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【００１７】
　当然のことながら、ここに記載され、またはこれによって考慮される様々な折り線のい
ずれも、それに沿ったブランクの折り、または曲げを容易にする、必ずしも一直線とは限
らないが、いかなる実質的に線状の寸断、または弱化形態であってもよい。例えば、横方
向の折り線１３４、１３８、および１４２は、カット・クリース線として、図１Ａに、概
略的に示される。しかしながら、かかる線、およびここでの他の線のいずれも、スコア線
、クリース線、部分的に、または完全に、望ましい弱化線に沿って、材料に延在するカッ
ト、もしくは一連のカット、またはこれらの特徴の様々な組合せであってもよい。
【００１８】
　図１Ａ－１Ｄを参照して、構造体１４４をブランク１００から組み立てる、例示的な一
方法をここで考察する。図１Ｃに示されるように、ブランク１００の端部は、ブランク１
００が、横方向の折り線１３４、および１３８に沿って折り曲げられるように、矢印の方
向に、互いに向かって進められる。同時に、分離パネル１０２、１０４は、横方向の背折
り線１０６に沿って、互いに折り畳む。
【００１９】
　ベースパネル１１０および１１２が、互いに近づけられると、ベースパネル１１０の一
側面にある第２の固定機能部１２０は、横方向の折り線１３８に沿って延在する、カット
１２４を介してスライドする。分離パネル１０２および１０４が、接している、またはほ
ぼ接しているとき、第２の固定機能部１２０の固定突起１３０は、固定機能部１１８を被
覆する固定機能部１２０によって、図１Ｃおよび１Ｄに示される、重複し、連結される位
置で、ベースパネル１１０および１１２を維持する。ベースパネル１１０および１１２が
係合された状態で、分離パネル１０２および１０４は、鉛直、または略垂直であり、分離
壁１４６を形成する。同様に、さらなる分離壁１４６が、ブランク１００の他の分離パネ
ルの対１０８から、形成されてもよい。
【００２０】
　図１Ｄは、分離壁１４６に形成されるパネルの対１０８、および横方向の折り線１４２
に対して上方に折られる、端部パネル１１６のそれぞれを有する、図１Ａのブランク１０
０から形成される、例示的な構造体１４４を図解する。分離壁１４６、および垂直な端部
パネル１１６は、１つ以上の食品Ｆが、略鉛直、直立の構成で収納することができる、複
数のレセプタクルスロット１４８（アコーディオン形状に略類似してもよい）を集合的に
形成する。図１Ｄの前方にある端部パネル１１６は、一番手前のレセプタクルスロット１
４８内の食品Ｆの一部を図解するために、部分的に切り取られて示される。ブランク１０
０の連結されるベースパネル１１０、１１２、および１１４は、食品が構造体１４４に設
置することができる、ベース１５０を形成する。
【００２１】
　本発明の一態様に従って、構造体１４４は、のり、または他の接着剤を使用せず、ブラ
ンク１００から組み立てることができる。別の態様に従って、構造体１４４が組み立てら
れた後、構造体１４４を平坦に輸送することができるように、分離壁１４６、および端部
パネル１１６を折り曲げることが可能である。
【００２２】
　必要に応じて、構造体１４４は、図１Ｄに示すように、外側コンテナ、またはカートン
１５２内に置かれてもよい。このようにして、１つ以上の食品は、様々な食品の輸送、ま
たは販売前に、構造体１４４のレセプタクルスロット１４８内に、位置付けられてもよい
。本実施例では、カートン１５２は、対向側壁１５４，端壁１５６、底壁１５８、および
構造体１４４が、カートン１５２内に置かれるオープントップ１６０を有する、略平行六
面体の構造である。しかしながら、他のカートンの形状、および構成が、これによって考
慮される。本明細書において、当然のことながら、「パネル」、「ベース」、または「壁
」は、平坦、または平面である必要はない。例えば、「パネル」、「ベース」、または「
壁」は、複数の相互接続した略平坦、または平面部分を含むことができる。必要に応じて
、カートン１５２は、カートンの様々な壁が、垂直で固定された位置で、構造体１４４を
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維持しやすくするように、寸法決定されてもよい。
【００２３】
　本発明の本態様、および他の態様では、様々なブランク、構造体、またはコンテナのす
べて、または一部は、例えば、板紙材料から少なくとも部分的に形成されてもよい。例え
ば、様々なブランク、構造体、またはコンテナは、約６０から約３３０ｌｂｓ／ｒｅａｍ
（ｌｂｓ／３０００ｓｑ．ｆｔ）、例えば、約８０から約１４０ｌｂｓ／ｒｅａｍの坪量
を有する、板紙から形成されてもよい。板紙は、概して、約６から約３０ｍｉｌ、例えば
、約１２から約２８ｍｉｌの厚さを有してもよい。特定の一実施例では、板紙は、約１２
ｍｉｌの厚さを有する。例えば、Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌから市販の、ＳＵＳ（登録商標）板などの、無地漂白(solid bleached)、ま
たは無地無漂白クラフト板紙(solid unbleached sulfate board)など、いかなる適した板
紙が使用されてもよい。
【００２４】
　あるいは、様々なブランク、構造体、またはコンテナは、約１５から約６０ｌｂｓ／ｒ
ｅａｍ、例えば、約２０から約４０ｌｂｓ／ｒｅａｍの坪量を概して有する紙、または紙
から作られる材料を含んでもよい。特定の一実施例では、紙は、約２５ｌｂｓ／ｒｅａｍ
の坪量を有する。
【００２５】
　必要に応じて、１つ以上のマイクロ波エネルギー相互作用要素は、本発明の様々なブラ
ンク、または構造体のいずれの少なくとも一部を被覆したり、結合されてもよい。各マイ
クロ波相互作用要素は、特定のマイクロ波加熱の利用の必要、または要求に応じて、マイ
クロ波エネルギーを吸収、マイクロ波エネルギーを伝達、マイクロ波エネルギーを反射、
またはマイクロ波エネルギーを方向付けるために、特定の構成で配列される、１つ以上の
マイクロ波エネルギー相互作用材料、または区分を含んでもよい。結果として、要素の１
つ以上は、食品に焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げることを容易にし、その範囲内の
食品を加熱し過ぎることを防止するために、マイクロ波エネルギーから食品を遮蔽する、
または食品の特定の部分に、またはそこからマイクロ波エネルギーを伝達することができ
る。
【００２６】
　必要に応じて、マイクロ波相互作用要素は、取り扱いを容易にするために、また、マイ
クロ波相互作用材料と食品間の接触を防止するために、マイクロ波不活性、または透過基
板上で支持されてもよい。限定ではなく利便性の問題として、またマイクロ波透過基板上
で支持されるマイクロ波相互作用要素は、マイクロ波相互作用、およびマイクロ波不活性
要素、またはコンポーネントの両方を含むことが理解されるが、かかる構造は、ここで、
「マイクロ波相互作用ウェブ」と呼ばれる。
【００２７】
　マイクロ波エネルギー相互作用材料は、例えば、金属箔として提供される金属、もしく
は金属合金；真空蒸着金属、もしくは金属合金；または金属インキ、有機インキ、無機イ
ンキ、金属ペースト、有機ペースト、無機ペースト、またはそれらのいかなる組合せなど
の電気伝導性、または半導体材料を含んでもよい。本発明での使用に適している可能性の
ある金属、または金属合金の例は、アルミニウム、クロム、銅、インコネル合金（ニオブ
を有する、ニッケル－クロム－モリブデン合金）、鉄、マグネシウム、ニッケル、ステン
レス鋼、スズ、チタニウム、タングステン、およびそれらのいかなる組合せ、または合金
を含むが、それらに限定されない。
【００２８】
　あるいは、マイクロ波エネルギー相互作用材料は、金属酸化物を含んでもよい。本発明
での使用に適している可能性のある金属酸化物の例は、必要であれば、導電性材料と合わ
せて使用される、アルミニウム、鉄、およびスズの酸化物を含むが、それらに限定されな
い。本発明での使用に適している可能性のある金属酸化物の別の例は、インジウムスズ酸
化物（ＩＴＯ）である。ＩＴＯは、加熱効果、遮蔽効果、焦げ目をつけたり、カリカリに
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仕上げる効果、またはそれらの組合せを提供するために、マイクロ波エネルギー相互作用
材料として使用することが可能である。例えば、サセプタを形成するために、ＩＴＯは、
透過高分子フィルム上にスパッタされてもよい。スパッタプロセスは、通常、金属堆積の
ために使用される蒸発堆積よりも、低い温度で起こる。ＩＴＯは、より均一の結晶構造を
有し、したがって、最もコーティングが厚い部分でも透過性である。さらに、ＩＴＯは、
加熱、または領域管理効果(field management effect)のいずれかに使用することができ
る。また、ＩＴＯは、金属よりも少ない欠陥を有することができ、したがって、ＩＴＯの
厚いコーティングを、アルミニウムなどの金属の厚いコーティングよりも、領域管理に適
したものにする。
【００２９】
　あるいは、マイクロ波エネルギー相互作用材料は、適した電気伝導性、半導体、または
非導電性人工誘電体、または強誘電体を含んでもよい。人工誘電体は、高分子、または他
の適したマトリクス、またはバインダー内に、導電性の細分化材料を有し、例えばアルミ
ニウムなどの電気伝導性金属のフレークを含んでもよい。
【００３０】
　一実施例では、マイクロ波相互作用要素は、マイクロ波エネルギーを吸収する傾向があ
る、マイクロ波相互作用材料の薄層を含むことができ、したがって、食品との共通領域で
熱を生成する。かかる要素は、食品の表面に焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げること
を促進するために、頻繁に使用される（時に、「焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げる
要素」と呼ばれる）。フィルム、または他の基板上で支持されるとき、かかる要素は、「
サセプタフィルム」、または単に「サセプタ」と呼ばれてもよい。
【００３１】
　別の実施例として、マイクロ波相互作用要素は、食品の１つ以上の選択された部分を、
マイクロ波エネルギーから遮蔽するために十分な厚さを有する、箔を含んでもよい（時に
、「遮蔽要素」と呼ばれる）。かかる遮蔽要素は、食品が加熱中に焦げ付く、または乾燥
する傾向がある場合に、使用されてもよい。
【００３２】
　遮蔽要素は、遮蔽要素が使用される特定の用途によって、様々な材料から形成されても
よく、様々な構成を有してもよい。通常、遮蔽要素は、例えば、アルミニウム、銅、また
はステンレス鋼などの、伝導性、反射性金属、または金属合金から形成される。遮蔽要素
は、約０．０００２８５ｉｎｃｈから約０．０５ｉｎｃｈの厚さを、概して有することが
できる。一態様では、遮蔽要素は、約０．０００３ｉｎｃｈから約０．０３ｉｎｃｈの厚
さを有する。別の態様では、遮蔽要素は、約０．０００３５ｉｎｃｈから約０．０２０ｉ
ｎｃｈ、例えば、０．０１６ｉｎｃｈの厚さを有する。
【００３３】
　さらに別の実施例として、マイクロ波相互作用要素は、米国特許第６，２０４，４９２
号、６，４３３，３２２号、６，５５２，３１５号、および６，６７７，５６３号に記載
されるような、しかしそれらに限定されない分割箔を含んでもよく、そのそれぞれは、そ
の全体で、参照することによって組み込まれる。分割箔は連続的ではないが、かかる区分
の適切に離間した組み分けは、頻繁に、マイクロ波エネルギーを食品の特定の領域に方向
付けするための、伝達要素の機能を果たす。また、かかる箔は、例えばサセプタなど、焦
げ目をつけたり、カリカリに仕上げる要素との組合せで使用されてもよい。
【００３４】
　前述の通り、本発明に従って使用される、上記のマイクロ波エネルギー相互作用要素の
いずれも、基板上で支持されてもよい。基板は通常、例えば、重合体、または高分子材料
から形成されるフィルムなどの、電気絶縁体を含む。ここで使用されるように、用語「重
合体」、または「高分子材料」は、単独重合体、例えば、ブロック、グラフト、ランダム
、および交互共重合体、三元重合体などの共重合体、ならびにそれらの混合、および組み
換えを含むが、それらに限定されない。さらに、別段の具体的な限定がない限り、用語「
重合体」は、分子のすべての可能な幾何学的構成を含むものとする。これらの構成は、イ
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ソタクチック、シンジオタクチック、およびランダム対称を含むが、それらに限定されな
い。
【００３５】
　フィルムの厚さは、通常、約３５ｇａｕｇｅから、約１０ｍｉｌであることが可能であ
る。一態様では、フィルムの厚さは、約４０から約８０ｇａｕｇｅである。別の態様では
、フィルムの厚さは、約４５から約５０ｇａｕｇｅである。さらに別の態様では、フィル
ムの厚さは、約４８ｇａｕｇｅである。適している可能性のある高分子フィルムの例は、
ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリスルホン、ポリエーテル
ケトン、セロファン、またはそれらのいかなる組合せを含むが、それらに限定されない。
また、紙およびラミネート紙、金属酸化物、ケイ酸塩、 セルロース、またはそれらのい
かなる組合せなどの、他の非導電基板材料が使用されてもよい。
【００３６】
　高分子フィルムは、例えば、印刷適性、耐熱性、またはいかなる他の特性などの様々な
特性を、マイクロ波相互作用ウェブに与えるために、選択されてもよい。一実施例では、
高分子フィルムは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を含む。ポリエチレンテレフ
タレートフィルムには、例えば、共にＧｒａｐｈｉｃ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ（Ｍａｒｉｅｔｔａ，Ｇｅｏｒｇｉａ）から入手可能の、ＱＷＩＫＷＡＶ
Ｅ（登録商標）Ｆｏｃｕｓサセプタ、およびＭＩＣＲＯＲＩＴＥ（登録商標）サセプタな
どの、市販されているサセプタが使用される。基板としての使用に適している可能性のあ
る、ポリエチレンテレフタレートフィルムの例は、ＤｕＰｏｎｔ Ｔｅｉｊａｎ Ｆｉｌｍ
ｓ（Ｈｏｐｅｗｅｌｌ，Ｖｉｒｇｉｎｉａ）から市販されているＭＥＬＩＮＥＸ（登録商
標）、ＳＫＣ，Ｉｎｃ．（Ｃｏｖｉｎｇｔｏｎ，Ｇｅｏｒｇｉａ）から市販されているＳ
ＫＹＲＯＬ、およびＴｏｒａｙ Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ Ｒｏｙａｌ，ＶＡ）から市販さ
れているＢＡＲＲＩＡＬＯＸ ＰＥＴ、ならびにＴｏｒａｙ Ｆｉｌｍｓ（Ｆｒｏｎｔ Ｒ
ｏｙａｌ，ＶＡ）から入手可能のＱＵ５０ Ｈｉｇｈ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｃｏａｔｅｄ ＰＥ
Ｔを含むが、それらに限定されない。
【００３７】
　マイクロ波エネルギー相互作用材料は、いかなる適した方法で、基板に加えられてもよ
く、場合によっては、マイクロ波エネルギー相互作用材料は、基板上に印刷、押出、スパ
ッタ、蒸着、またはラミネート加工される。マイクロ波エネルギー相互作用材料は、食品
の望ましい加熱効果を達成するために、いかなるパターンで、およびいかなる技術を使用
して、基板に加えられてもよい。
【００３８】
　例えば、マイクロ波エネルギー相互作用材料は、円、輪、六角形、島、正方形、長方形
、八角形などの、連続または不連続層、またはコーティングとして提供することができる
。本発明での使用に適している可能性のある様々なパターン、および方法の例は、米国特
許第６，７６５，１８２号、第６，７１７，１２１号、第６，６７７，５６３号、第６，
５５２，３１５号、第６，４５５，８２７号、第６，４３３，３２２号、第６，４１４，
２９０号、第６，２５１，４５１号、第６，２０４，４９２号、第６，１５０，６４６号
、第６，１１４，６７９号、第５，８００，７２４号、第５，７５９，４２２号、第５，
６７２，４０７号、第５，６２８，９２１号、第５，５１９，１９５号、第５，４２４，
５１７号、第５，４１０，１３５号、第５，３５４，９７３号、第５，３４０，４３６号
、第５，２６６，３８６号、第５，２６０，５３７号、第５，２２１，４１９号、第５，
２１３，９０２号、第５，１１７，０７８号、第５，０３９，３６４号、第４，９６３，
４２４号、第４，９３６，９３５号、第４，８９０，４３９号、第４，７７５，７７１号
、第４，８６５，９２１号、および第Ｒｅ．３４，６８３号において提供され、そのそれ
ぞれは、その全体で、本願で参照することによって組み込まれる。マイクロ波エネルギー
相互作用材料のパターンの特定の例は、ここに示され、記載されるが、マイクロ波エネル
ギー相互作用材料の他のパターンが、本発明によって考慮されることは、理解されるもの
とする。
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【００３９】
　限定ではなく、実施例として、図１Ｅは、図１Ｅのブランク１６２が、様々なパネルの
実質的にすべてを被覆している、マイクロ波エネルギー相互作用要素１６４を含む以外は
、図１Ａのブランク１００と同様のブランク１６２を示す。本実施例では、マイクロ波エ
ネルギー相互作用要素１６４は、サセプタを含み、より詳しくは、図１Ｆの略断面図に示
されるような、高分子フィルム１６８上に支持される、マイクロ波エネルギー相互作用材
料１６６を含む、サセプタフィルムを含む。マイクロ波エネルギー相互作用材料１６６の
層は、高分子フィルム１６８と、ブランク１６２の様々なパネルを形成する、板紙支持１
７０の間に配置される。サセプタフィルム１６４は、いかなる適した方法で、例えば、接
着剤の連続、またはパターン層（不図示）を使用して、支持に結合することができる。し
かしながら、他のマイクロ波エネルギー相互作用要素が、これによって考慮される。
【００４０】
　構造体は、上述の方法で、ブランク１６２から形成することができ、マイクロ波エネル
ギー相互作用要素１６４、本実施例では、サセプタが、様々なパネルの食品接触面を被覆
する以外は、図１Ｄの構造体と同様であろう。
【００４１】
　ブランクから組み立てられる構造体を使用するために、１つ以上の食品は、構造体に入
れられ、任意に、図１Ｄにおおむね示されるような、外側コンテナ内に置かれる。食品は
、消費前にこの状態のままでいてもよい。食品またはアイテムが、加熱される状態にある
とき、任意に外側コンテナ内にある構造体は、電子レンジ（不図示）内に置かれてもよい
。加熱サイクルの間、食品は、サセプタと近接または密接触したままである。サセプタは
、マイクロ波エネルギーを熱エネルギーに変換し、次に、それは、隣接する食品に移動す
ることができる。結果として、食品またはアイテムの加熱、焦げ目をつけたり、カリカリ
に仕上げることを、増強することができる。
【００４２】
　必要に応じて、コンテナの内側表面もまた、電子レンジの食品への効果をさらに強化、
または変更するために、１つ以上のマイクロ波エネルギー相互作用要素（不図示）を含む
ことができる。
　ここに記載される、またはこれによって考慮される、多数のマイクロ波相互作用要素の
いずれも、実質的に連続的である、つまり、実質的割れ目、もしくは隙間がなくてもよく
、または例えば、そこを介してマイクロ波エネルギーを伝達する１つ以上の途切れ、また
は隙間を含むことによって、不連続的であってもよい。割れ目、または開口は、食品の特
定の領域を選択的に加熱するために、大きさが決められ、位置付けられてもよい。かかる
割れ目、または開口の数、形状、サイズ、および位置付けは、形成される構造体の種類、
この中、またはこの上で加熱される食品、遮蔽の望ましい度合い、焦げ目をつけたり、カ
リカリに仕上げること、食品の均一な加熱を達成するために、マイクロ波エネルギーの直
接照射が必要である、または望ましいかどうか、直接加熱中の食品の温度変化を調整する
必要性、ならびに通気の必要性があるかどうか、およびどの程度あるかによって、特定の
用途で異なってもよい。
【００４３】
　当然のことながら、開口は、ブランク、または構造体を形成するために使用される材料
内で、物理的開口、または孔隙であってもよく、または非物理的「開口」、または途切れ
であってもよい。非物理的開口は、不活性化によって、マイクロ波エネルギー不活性ブラ
ンク、または構造体の一部、または、マイクロ波エネルギーを通すものであってもよい。
したがって、例えば、開口は、マイクロ波エネルギー活性材料なしで形成されるブランク
、または構造体の一部であってもよい、あるいは、取り除かれた、または不活性化された
、マイクロ波エネルギーが活性な材料で形成されるブランク、または構造体の一部であっ
てもよい。物理的、および非物理的開口、または途切れの両方が、食品が、マイクロ波エ
ネルギーによって、直接加熱されることを可能にする一方で、物理的開口は、湯気や他の
蒸気が食品から放出され、取り除かれることを可能にする、通気機能も提供する。
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【００４４】
　構造体の過熱または焦げを防止するために、１つ以上の途切れ、または不活性領域を作
成することもまた、有益であり得る。限定ではなく例として、図１Ｅに図示されるブラン
ク１６２において、例えば、パネル１０２および１０４などの、隣接するパネルの縁に沿
って生成される、熱の集中状態は、例えば板紙などの下層支持が焦げる原因となるに、十
分であり得る。そのようなものとして、パネル１０２、１０４や、１１０の１つ以上の周
辺部は、例えば、マイクロ波エネルギー相互作用材料なしで、これらの領域を形成するこ
とによって、またはこれらの領域内のマイクロ波エネルギー相互作用材料を不活性化する
ことによって、マイクロ波不活性に設計することができる。その上、１つ以上のパネル、
パネルの一部、または構造体の一部は、マイクロ波エネルギーが、焦げ目をつけたり、カ
リカリに仕上げられることを目的としていない食品の部分、または加熱環境に失われるよ
りも、焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げられる領域に、効果的に集中することを確実
にするために、マイクロ波エネルギー不活性に設計することができる。例えば、図１Ｇに
示される例示的なブランク１７２において、例えば、異なるサイズの、マイクロ波エネル
ギー不活性サセプタ「パッチ」などの、複数のマイクロ波エネルギー相互作用要素１６４
は、パネル１０２および１０４のそれぞれの非周辺部を被覆するが、パネル１１０を被覆
しない。多数の他の構成が、本発明によって考慮される。
【００４５】
　図２は、本発明の様々な態様に従って、別の例示的なブランク２００を示す。ブランク
２００は、「１」の代わりに「２」が前に付き、図１Ａの要素と同様、または同一の要素
を有し、図１Ａに示されるブランク１００と実質的に同様であってもよい。ブランク２０
０は、長手方向の中心線ＣＬに対して、全体的に、または部分的に対称であってもよい。
【００４６】
　図２を参照すると、ブランク２００は、横方向の背折り線２０６に沿って、折り畳み可
能に接続される複数の第１、および第２の分離パネル２０２、２０４を含む、細長のスト
リップ片である。分離パネル２０２、２０４は、組み立てられた構造体（不図示）内に仕
切り壁を形成する、対２０８内に配置される。例示的なブランク２００は、ベースパネル
２１０、または２１２で互いに接続される、隣接するパネルの対２０８を有する、５つの
パネルの対２０８を含む。末端のベースパネル２１４は、ブランク２００の各端部で、パ
ネルの対２０８に折り曲げ可能に接続される。端部パネル２１６は、ブランク２００の各
端部で、折り曲げ可能に接続されてもよい。
【００４７】
　図２の第２の固定機能部２２０は、図１Ａに図解される第２の固定機能部１２０と実質
的に同一であってもよい。第１の固定機能部２１８は、曲線カット２２２のそれぞれの端
部から延在するカット２２４が、傾斜カットである以外は、図１Ａに図解される固定機能
部１１８と同様であってもよい。傾斜カット２２４、および曲線カット２２２は、隣接す
るベースパネルを固定するために、第２の固定機能部２２０内に、対応する固定突起２３
０を係合する、固定突起２６２を画定する。例えばサセプタなどの、マイクロ波エネルギ
ー相互作用要素２６４は、ブランク２００のすべて、または一部を被覆してもよい。
【００４８】
　ブランク２００は、構造体に組み立てられてもよく、図１Ａ－Ｇを参照して上述される
方法で、使用されてもよい。さらに、構造体は、図１Ｄに関連して記載されるような１つ
以上の食品を収容する、加熱する、焦げ目をつける、またはカリカリに仕上げるため、上
述のようなカートン、または他のコンテナと併せて使用されてもよい。
【００４９】
　図３Ａは、本発明に対する参考例として例示するブランク３００を図解する。ブランク
３００は、「１」の代わりに「３」が前に付き、図１Ａの要素と同様、または同一の要素
を有し、図１Ａに図解されるブランク１００と実質的に同様であってもよい。ブランク３
００は、長手方向の中心線ＣＬに対して、全体的に、または部分的に対称であってもよい
。
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【００５０】
　図３Ａを参照すると、ブランク３００は、横方向の背折り線３０６に沿って、折り畳み
可能に接続される複数の第１、および第２の分離パネル３０２、３０４を含む、略細長の
ストリップ片である。分離パネル３０２、３０４は、組み立てられる構造体３４４（図３
Ｃ）内に仕切り壁３４６を形成する、対３０８内に配置される。本実施例では、ブランク
３００は、ベースパネル３１０によって互いに接続される、隣接する分離パネルの対３０
８を有する、５つのパネルの対３０８を含む。構造体３４４内で保存、加熱される食品の
数によって、必要に応じて、より少ない、または追加のパネルの対３０８を含むことがで
きる。末端のベースパネル３１６は、ブランク３００の各端部で、パネルの対３０８に折
り曲げ可能に接続される。
【００５１】
　ベースパネル３１０は、各パネル３１０の一側面に第１の固定機能部３１８を、また第
２の側面に第２の固定機能部３２０を有する、略長方形の細長い部分である。各第１の固
定機能部３１８は、カット３２２の各端部から延在する横方向のカット３２４と、実質的
に同一延長であってもよい曲線または弓形カット３２２によって、画定される。各第２の
固定機能部３２０は、曲線または弓形カット３２６、および曲線カット３２６の各端部か
ら内側に延在する、傾斜カット３２８によって画定される。弓形カット３２６、および傾
斜カット３２８は、第２の固定機能部３２０の各側面上に、固定突起３３０を画定する。
図３Ａでは、固定機能部３１８、３２０は、ブランク３００の長手方向の中心線ＣＬに沿
って配置されるように、図解される。しかしながら、端部から離れたブランク３００内の
いかなる内側の位置も、固定機能部３１８、３２０に適している可能性がある。
【００５２】
　ベースパネル３１０は、横方向の折り線３３４に沿って、隣接する第１の分離パネル３
０２に折り曲げ可能に接続され、それは、第２の固定機能部３２０によって遮断される。
同様に、ベースパネル３１０は、横方向の折り線３３６に沿って、隣接する第２の分離パ
ネル３０４に折り曲げ可能に接続され、それは、第１の固定機能部３１８によって遮断さ
れる。
　例えばサセプタなどの、マイクロ波エネルギー相互作用要素３６４は、ブランク３００
のすべて、または一部を被覆してもよい。
【００５３】
　ブランク３００から構造体３４４を組み立てる、例示的な一方法は、図３Ｂおよび３Ｃ
に図解される。図３Ｂに示されるように、隣接するベースパネル３１０は、ブランク３０
０が、横方向の折り線３３４、３３６に沿って折り曲げられるように、矢印の方向に、互
いに向かって進められる。同時に、分離パネル３０２、３０４は、横方向の背折り線３０
６に沿って、互いに折り畳まれる。
【００５４】
　隣接するベースパネル３１０が、互いに近づけられると、第１の固定機能部３１８、お
よび第２の固定機能部３２０は、それぞれの分離パネル３０４、および３０２からぶつか
り、第２の固定機能部３２０は、カット３２２、および３２４によって画定される開口を
介してスライドする。第２の固定機能部３２０の固定突起３３０は、固定機能部３１８を
被覆する固定機能部３２０によって、図３Ｂに示される、重複し、連結される位置で、ベ
ースパネル３１０を維持する（図からは隠されている）。本構成では、分離パネル３０２
、３０４は、鉛直、または略垂直の分離壁３４６を形成する。同様に、さらなる分離壁３
４６が、ブランク３００の他の分離パネルの対３０８から、形成されてもよい。
【００５５】
　図３Ｃは、図３Ａのブランク３００から形成される、例示的な構造体３４４を示す。分
離壁３４６は、食品（不図示）を収納することができる、一連のレセプタクルスロット３
４８を形成する。ブランク３００の連結されたベースパネル３１０は、構造体３４４のベ
ース３５０を形成する。必要に応じて、図１Ｃに関連して記載されるように、輸送前にカ
ートン、または他のコンテナ内に構造体３４４を置くことができる。特に、構造体３４４
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は、接着剤の使用を必要とすることなく、ブランク３００から組み立てることができ、必
要に応じて、ベース３５０に向かって分離壁３４６を折り曲げることによって、平坦に輸
送することができる。構造体３４４は、その中で様々な食品を保存する、加熱する、焦げ
目をつけたり、カリカリに仕上げるために、上述の方法で使用されてもよい。
【００５６】
　図４Ａは、本発明に対する参考例として例示するブランク４００を図解する。ブランク
４００は、例えば、図４Ｂに図解される構造体４４４などの、構造体を形成するために使
用される。ブランク４００は、「１」の代わりに「４」が前に付き、図１Ａの要素と同様
、または同一の要素を有し、図１Ａに図解されるブランク１００と実質的に同様であって
もよい。ブランク４００は、長手方向の中心線ＣＬに対して、全体的に、または部分的に
対称であってもよい。
【００５７】
　図４Ａを参照すると、ブランク４００は、横方向の背折り線４０６に沿って、折り畳み
式に接続される複数の第１、および第２の分離パネル４０２を含む、略細長のストリップ
片である。分離パネル４０２は、ブランク４００から組み立てられる構造体４４４（図４
Ｂ）内に仕切り壁４４６を形成する、対４０８内に配置される。例示的なブランク４００
は、横方向の折り線４３４に沿って、ベースパネル４１０によって互いに接続される、隣
接するパネルの対４０８を有する、５つの分離パネルの対４０８を含む。しかしながら、
構造体４４４によって加熱される食品の数によって、より少ない、または追加の分離パネ
ルの対４０８を含むことができる。分離パネル４０２、およびベースパネル４１０は、略
長方形の形状である。
【００５８】
　例えばサセプタなどの、マイクロ波エネルギー相互作用要素４６４は、ブランク４００
のすべて、または一部を被覆してもよい。
　ブランク４００から構造体４４４を形成するために、ブランク４００の端部は、隣接す
る分離パネル４０２が、横方向の背折り線４０６に沿って、互いに向かって折り畳めるよ
うに、互いに向かって押し進められる。同時に、ブランク４００は、分離パネル４０２が
、図４Ｂに示される略垂直の位置を取るように、横方向の折り線４３４に沿って折り曲げ
られる。本構成では、分離パネルの対４０８は垂直であり、食品Ｆが収納される、複数の
レセプタクルスロット４４８を画定する、分離壁４４６を形成する。特に、構造体４４４
は、のり、または他の接着剤を使用せず、ブランク４００から組み立てることができる。
別の態様に従って、構造体４４４が組み立てられた後、分離壁４４６は、構造体を平坦に
輸送することができるように、折り曲げられてもよい。
【００５９】
　必要に応じて、構造体は、カートン４５２内に置かれてもよく、それは、組み立てられ
た構成で、構造体４４４の形状を保持しやすくするために、寸法決定されてもよい。構造
体４４４は、上記の様々な構造体に関連して記載される方法で、使用されてもよい。
【００６０】
　図５Ａは、本発明に対する参考例として例示する別のブランク５００を図解する。ブラ
ンク５００は、長手方向の中心線ＣＬ周辺で、全体的に、または部分的に対称であっても
よい。ブランク５００は、横方向の背折り線５０６に沿って、折り畳み可能に接続される
複数の第１、および第２の分離パネル５０２、５０４を含む、略細長のストリップ片であ
る。分離パネル５０２、５０４は、ブランク５００から組み立てられる構造体５４４（図
５Ｃ）内に、仕切り壁５４６を形成する、分離パネルの対５０８内に配置される。例示的
なブランク５００は、ベースパネル５１０で互いに接続される、隣接するパネルの対５０
８を有する、５つの分離パネル５０８を含む。しかしながら、構造体５４４内で保存、加
熱される食品の数によって、より少ない、または追加の分離パネル５０８を含むことがで
きる。
【００６１】
　ベースパネル５１０は、横方向の折り線５３４に沿って、隣接する第１の分離パネル５
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０２に折り曲げ可能に接続され、横方向の折り線５３６に沿って、隣接する第２の分離パ
ネル５０４に折り曲げ可能に接続される、細長く、略長方形の部分である。
【００６２】
　固定機能部５１８は、ブランク５００の上部、および下部周縁領域に位置する。固定機
能部５１８は、長手方向の折り線５６６に沿って、ベースパネル５１０の１つの各端部に
、それぞれ折り畳み可能に接続される。各固定機能部５１８は、ベース５７０から延在す
る複数の固定突起５６８を含む。固定機能部５１８は、細長いクリアランス開口５７２に
よって互いに分離される。各固定機能部５１８のベース５７０は、長手方向のカット５７
４によって、それぞれの隣接する分離パネル５０２、５０４から分離される。クリアラン
ス切り抜き５７６、５７８は、分離パネル５０２、５０４内に形成される。クリアランス
切り抜き５７６、５７８は、図５Ｂを参照して以下でさらに考察されるように、固定機能
部５１８が、折り線５６６に対して内側に折り畳まれることを可能にする。
【００６３】
　例えばサセプタなどの、マイクロ波エネルギー相互作用要素５６４は、ブランク５００
のすべて、または一部を被覆してもよい。
　ブランク５００から構造体５４４を形成するために、ブランク５００の端部は、隣接す
る分離パネル５０２、５０４が、折り線５０６、５３４、および５３６に沿って、互いに
向かって折り曲げられるように、同時に押し進められる。その際、分離パネル５０２、５
０４は、図５Ｂに示されるように、略垂直の位置を取り、分離壁５４６を形成する。次に
、固定機能部５１８は、固定機能部５１８が、図５Ｃに示されるように、平坦に折り畳ま
れるまで、曲線矢印の方向に、長手方向の折り線５６６に対して、内側に１８０度折り畳
まれる。分離パネル５０２、５０４内のクリアランス切り抜き５７６、５７８は、固定機
能部５１８のベース５７０が、構造体の残りの部分の妨げとなることなく、折り重なるこ
とを可能にする。垂直の分離壁５４６は、固定機能部５１８内の、クリアランス開口５７
２を通過する。
【００６４】
　分離壁５４６は、食品（不図示）を収納することができる、複数のレセプタクルスロッ
ト５４８を形成する。構造体５４４は、のり、または他の接着剤を使用せず、ブランク５
００から組み立てられることができる。構造体は、電子レンジ内で、１つ以上の食品を収
容する、および任意に加熱する、焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げるために、様々な
他の構造体に関して上述される方法で、使用することができる。
【００６５】
　当然のことながら、状況次第で、特に、食品が、焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げ
ることが困難な、凸凹した表面を有する場合、ブランク、構造体、または外側カートンは
、マイクロ波エネルギー交互作用絶縁材料を有する、マイクロ波エネルギー相互作用要素
を含んでもよい。ここで使用されるように、用語「マイクロ波エネルギー交互作用絶縁材
料」、もしくは「マイクロ波エネルギー交互作用絶縁構造」、または「絶縁材料」、もし
くは「絶縁構造」は、例えば紙層、高分子フィルム層、およびマイクロ波エネルギー相互
作用要素などの、材料の層のいかなる組合せを意味し、それは、マイクロ波エネルギーに
対する反応性を有し、また、食品を加熱するために使用されるとき、ある程度の断熱を提
供することもできる。絶縁材料は、例えば、様々な形で示されるサセプタの代わりに、様
々なブランク、構造体、またはカートンの、様々な食品接触領域のすべて、または一部を
被覆してもよい。しかしながら、絶縁材料の他の位置が、これによって考慮される。
【００６６】
　絶縁材料は、それぞれが、通常の電子レンジの加熱温度、例えば、約２５０°Ｆから約
４２５°Ｆで、軟化、焼け付き、燃焼、または劣化に耐性を有するという条件で、様々な
コンポーネントを含んでもよい。絶縁材料は、マイクロ波エネルギー反応性、または相互
作用コンポーネント、およびマイクロ波エネルギー透過、または不活性コンポーネントの
両方を含んでもよい。
【００６７】
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　一態様では、絶縁材料は、１つ以上の膨張性絶縁セルとの組合せで、１つ以上のサセプ
タ層を含む。かかる材料は、「膨張性セル絶縁材料」と呼ばれてもよい。さらに、絶縁材
料は、寸法安定性を提供するために、マイクロ波エネルギー相互作用材料の取り扱い易さ
を改善するために、また、マイクロ波エネルギー相互作用材料と食品間の接触を防止する
ために、１つ以上のマイクロ波エネルギー透過、または不活性材料を含んでもよい。例え
ば、絶縁材料は、第１の高分子フィルム層上に支持される、マイクロ波エネルギー相互作
用材料、マイクロ波エネルギー相互作用材料と重ね合わせられる、水分含有層、および所
定のパターンで水分含有層に結合される、第２の高分子フィルム層を含んでもよく、それ
によって、水分含有層と第２の高分子フィルム層の間に、１つ以上の閉塞セルを形成する
。閉塞セルは、マイクロ波エネルギーの照射に反応して、膨張または膨大し、それによっ
て、マイクロ波エネルギー相互作用材料が、膨隆および変形する原因となる。
【００６８】
　いくつかの例示的な絶縁材料が、図６Ａ乃至１０に描写される。ここに示される実施例
のそれぞれにおいて、当然のことながら、層の幅は、必ずしも遠近法によって示されると
は限らない。実施例として、いくつかの層は、他の層に対して非常に薄い可能性があるが
、それにもかかわらず、層の配列を明確に図解する目的で、多少の厚さで示される。
【００６９】
　図６Ａは、本発明に従って使用することができる、例示的な絶縁構造、または材料６０
０を描写する。本実施例では、マイクロ波エネルギー相互作用材料の薄層６０２は、第１
の高分子フィルム６０４（サセプタ６０６を集合的に含む）上で支持され、例えば紙など
の、寸法的に適した基板６１０に、接着剤６０８（または別の方法）でラミネート加工す
ることによって、接合される。基板６１０は、閉塞、膨張性セル６１６（それぞれ、孔隙
として示される）が、材料６００内に形成されるように、パターン化された接着剤６１４
、または他の材料を使用して、第２の高分子フィルム６１２に接合される。絶縁材料６０
０は、図６Ｂに示すように、カットされ、実質的に平坦な多層シート６１８として提供さ
れてもよい。
【００７０】
　マイクロ波エネルギー相互作用材料６０２が、マイクロ波エネルギーによって衝突加熱
すると、図６Ｃに示されるように、例えば紙などの基板６１０内で、通常保持される水蒸
気、または他の気体、および閉塞セル６１６内の第２の高分子フィルム６１２と基板６１
０の間の薄い空間に閉じこめられた、空気が膨張する。その結果として得られた絶縁材料
６１８’は、キルト状、または枕状の上部表面６２０、および下部表面６２２を有する。
マイクロ波加熱が停止すると、セル６２６は、通常収縮し、若干平坦な状態に戻る。
【００７１】
　図７は、本発明に従って使用することができる、別の例示的なマイクロ波エネルギー相
互作用絶縁構造、または材料７００を図解する。図６Ａに図解される構造６００と非常に
似ており、図７の構造７００は、第１の高分子フィルム７０４上に支持される、マイクロ
波エネルギー相互作用材料７０２の薄層を含み、それは、サセプタ７０６を集合的に含む
。サセプタ７０６は、例えば紙などの寸法的に適した基板７１０に、接着剤７０８、また
は別の方法で、ラミネート加工することによって接合され、それは同様に、複数の閉塞、
膨張性セル７１６（孔隙として示される）を形成するために、パターン化された接着剤７
１４、または他の材料を使用して、第２の高分子フィルム７１２に接合される。しかしな
がら、本実施例では、構造７００は、さらなる寸法安定性を提供するために、また構造７
００からの、マイクロ波エネルギー相互作用材料７０２のいかなる剥離も防止するために
、接着剤の層７２０、または他の適した材料を使用して、構造の残りの部分に結合される
、紙の追加層７１８を含む。
【００７２】
　図８は、本発明に従って使用することができる、さらに別の例示的な絶縁構造、または
材料８００を描写する。材料８００は、パターン化された接着層によって、共に接着され
る２つの対称層配列を含む。図面の上部から始まる第１の対称層配列は、例えばポリエチ



(19) JP 5718567 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

レンテレフタレートなどの、高分子フィルム層８０２、金属層８０４、接着層８０６、お
よび紙、または板紙層８０８を含む。金属層８０４は、高分子フィルム層８０２の少なく
とも一部に沿って置かれる、アルミニウムなどの金属を含む。高分子フィルム層８０２、
および金属層８０４は共に、サセプタを画定する。接着層８０６は、高分子フィルム層８
０２、および金属層８０４を、板紙層８０８に接合する。
【００７３】
　図面の下部から始まる第２の対称層配列もまた、高分子フィルム層８１０、金属層８１
２、接着層８１４、および紙、または板紙層８１６を含む。必要に応じて、２つの対称配
列は、そのものに１つの層配列を折り曲げることによって、形成されてもよい。第２の対
称層配列の層は、第１の対称配列の層と同様の方法で、共に接合される。パターン化され
た接着層８１８は、２つの紙層８０８と８１６の間に設けられ、マイクロ波エネルギーが
照射するとき膨張するように構成される、閉塞セル８２０（それぞれ、孔隙として示され
る）のパターンを画定する。２つの金属層８０４、および８１２を有する、絶縁材料８０
０を使用することによって、より多くの熱が生成され、したがって、より大きいセルのロ
フトを達成する。結果として、かかる材料は、その上に設置される食品を、単一のマイク
ロ波エネルギー相互作用材料層を有する絶縁材料よりも、大きい程度まで昇温する(eleva
te)ことができる。
【００７４】
　ここで図９を見てみると、さらに別の絶縁材料９００が示される。材料９００は、高分
子フィルム層９０２、金属層９０４、接着層９０６、および紙層９０８を含む。さらに、
材料９００は、第２の高分子フィルム層９１０、接着剤９１２、および紙層９１４を含ん
でもよい。層は、複数の閉塞膨張性セル９１８（それぞれ、孔隙として示される）を画定
するために、パターン化された接着剤９１６によって接着、または貼付される。
【００７５】
　図１０は、さらに別の例示的な絶縁材料１０００を描写する。本実施例では、１つ以上
の試薬が、絶縁材料のセルを膨張させる気体を生成するために、使用される。図１０に示
される実施例では、マイクロ波相互作用材料の薄層１００２は、サセプタフィルム１００
６を形成するために、第１の高分子フィルム１００４上で支持される。任意にコーティン
グ内にある、１つ以上の試薬１００８は、マイクロ波相互作用材料の層１００２の、少な
くとも一部を被覆する。試薬１００８は、閉塞セル１０１４（それぞれ、孔隙として示さ
れる）が、材料１０００内で形成されるように、パターン化された接着剤１０１２、もし
くは他の材料を使用して、または熱接合、超音波接合、もしくはいかなる他の適した技術
を使用して、第２の高分子フィルム１０１０に結合される。
【００７６】
　マイクロ波相互作用材料１００２が、マイクロ波エネルギーによって衝突加熱すると、
水蒸気、または他の気体が、試薬１００８から放出されるか、またはそれによって生成さ
れる。結果として得られた気体は、閉塞セル１０１４の一側面上のサセプタフィルム１０
０６、および他の側面上の第２の高分子フィルム１０１０上に、圧力を印加する。閉塞セ
ル１０１４を形成する材料１０００の各側面は、キルト状の絶縁材料（図示しないが、図
６Ｃの絶縁材料と同様の外観）を形成するために、加熱および蒸気膨張に同時に、しかし
一意に反応する。この膨張は、電圧を印加した電子レンジ内で、１から１５秒以内に起こ
る可能性があり、場合によっては、２から１０秒以内に起こる可能性がある。紙、または
板紙層がなくても、試薬から得られた水蒸気は、膨張性セルを膨大させる、およびマイク
ロ波エネルギー相互作用材料から、いかなる過剰熱も吸収するに十分である。
【００７７】
　当然のことながら、本発明の様々な絶縁材料は、電子レンジ内で食品を加熱する、焦げ
目をつける、カリカリに仕上げることを増強する。はじめに、閉塞セル内に含まれる水蒸
気、空気、および他の気体は、食品と電子レンジの周囲環境の間に絶縁を提供し、それに
よって、食品内にとどまる、または食品に移動される顕熱の量を増加する。さらに、セル
の形成は、材料を食品の表面によりしっかりと適合することを可能にし、サセプタフィル
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ムを食品により近接させ、それによって、焦げ目をつけたり、カリカリに仕上げることを
増強する。さらに、絶縁材料は、電子レンジ内での調理中、食品内の水分を保持するのに
役立つことができ、それによって、食品の質感および風味を改善する。かかる材料のさら
なる利点および態様は、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ０３／０３７７９号、米国出願第１０
／５０１，００３号、および米国出願第１１／３１４，８５１号に記載され、そのそれぞ
れは、その全体で、本願で参照することによって組み込まれる。
【００７８】
　ここに記載される、またはこれによって考慮される絶縁材料のいずれも、特定の食品の
調理を増強するために選択される、接着パターン、または熱接合パターンを含んでもよい
。例えば、食品がより大きいアイテムである場合、接着パターンは、実質的に均一形状の
膨張性セルを形成するように、選択されてもよい。食品が小さいアイテムである場合、接
着パターンは、アイテムが、その様々な表面上で可変的に接触されることを可能にするた
めに、複数の異なるサイズのセルを形成するように、選択されてもよい。いくつかの実施
例がここで提供されているが、当然のことながら、多数の他のパターンがこれによって考
慮され、選択されるパターンは、特定の食品を加熱する、焦げ目をつける、カリカリに仕
上げる、および絶縁する必要性による。
【００７９】
　必要に応じて、絶縁材料の多層は、絶縁材料の絶縁特性を増強するために使用されても
よく、したがって、食品に焦げ目をつける、およびカリカリに仕上げることを増強する。
多層が使用される場合、層は、分離したままでもよく、または例えば、熱接合、 接着接
合、超音波接合、もしくは溶接、機械的締め付け、またはそれらのいかなる組合せなどの
、いかなる適したプロセス、または技術を使用して、結合されてもよい。一実施例では、
絶縁材料２つのシートは、それらのそれぞれのサセプタフィルム層が、互いから見て外方
に向くように、配列されてもよい。別の実施例では、絶縁材料２つのシートは、それらの
それぞれのサセプタフィルム層が、互いに向かい合うように、配列されてもよい。さらに
別の実施例では、絶縁材料の多シートは、同様の方法で配列され、重ね合わせられてもよ
い。さらなる実施例では、様々な絶縁材料の多シートは、特定の用途の必要または要求に
応じて、いかなる他の構成で重ね合わせられてもよい。
【００８０】
　任意に、ここに記載される、またはこれによって考慮される様々なブランク、構造体、
またはシステムの１つ以上の部分は、ニス、粘土、または他の材料で、単独または組合せ
で、コーティングされてもよい。次に、コーティングは、製品広告、または他の情報もし
くは画像で刷り重ねられてもよい。様々なブランク、構造体、またはシステムはまた、そ
の上に印刷されるいかなる情報も保護するために、コーティングされてもよい。
【００８１】
　あるいは、またはさらに、本発明のブランク、構造体、またはシステムのいずれも、吸
収性、撥水性、不透過性、色調、印刷適性、剛性、または緩衝性などの、他の特性を与え
るために、他の材料でコーティング、またはラミネート加工されてもよい。例えば、吸収
性サセプタは、２００４年８月２５日出願の、米国仮出願第６０／６０４，６３７号、お
よび２００５年８月２５日出願の、米国特許出願第１１／２１１，８５８号、Ｍｉｄｄｌ
ｅｔｏｎ，ｅｔ ａｌ．による、表題“Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ Ｉｎｔ
ｅｒａｃｔｉｖｅ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ”に記載され、その両方は、全体として参照する
ことによって本願に組み込まれる。あるいは、構造体は、その上に印刷されるグラフィッ
ク、または証印を含んでもよい。
【００８２】
　当然のことながら、要素および材料のいくつかの組合せで、マイクロ波相互作用要素は
、基板または支持部から視覚的に区別できる、灰または銀色を有してもよい。しかしなが
ら、場合によっては、均一の色、外観を有するウェブ、または構造体を設けることが望ま
しい場合もある。かかるウェブ、または構造体は、特に、消費者が、例えば無地、特定の
パターンなどの、特定の視覚属性を有する製品になれている場合、消費者にとって、より



(21) JP 5718567 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

見て美しい可能性がある。したがって、例えば、本発明は、基板にマイクロ波相互作用要
素を結合するために、銀または灰色の色調の接着剤を使用すること、銀または灰色の色調
の、マイクロ波相互作用要素の存在を覆うために、銀または灰色の色調の基板を使用する
こと、銀または灰色の色調の、マイクロ波相互作用要素の存在を隠すために、例えば黒の
色調の基板などの、暗い色調の基板を使用すること、色の変化を曖昧にするために、銀ま
たは灰色の色調のインクで、ウェブの金属化面を刷り重ねること、マイクロ波相互作用要
素の存在を覆う、または隠すために、適したパターンで、または無地層として、銀または
灰色のインク、または他の隠蔽色で、ウェブの非金属化面を印刷すること、もしくはいか
なる他の適した技術、またはそれらの組合せを考慮する。
【００８３】
　本発明の特定の実施形態は、ある程度詳細に記載されてきたが、当業者は、添付の請求
項に記載の、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、開示される実施形態に多数
の変更を行ってもよい。すべての方向の参照（例えば、上部、下部、上方、下方、左、右
、左方、右方、頂部、底部、上側、下側、鉛直、水平、右回り、および左回り）は、本発
明の様々な実施形態に関する読み手の理解を助長する、同定目的のためのみに使用され、
請求項において特に記載されない限り、特に、本発明の位置付け、方向付け、または使用
に関して限定を与えない。結合の参照（例えば、結合される、貼付される、連結される、
接続されるなど）は、広く解釈されるものとし、要素の接続間の中間部材、および要素間
の相対運動を含んでもよい。そのようなものとして、結合の参照は必ずしも、２つの要素
が直接、および互いとの一定の関係で接続されることを示唆しない。
【００８４】
　当業者には認識されるが、様々な実施形態を参照して考察される、様々な要素は、本発
明の範囲内になる、全く新しい実施形態を作成するために、置換されてもよい。上記の説
明に包含される、または添付の図面に示されるすべての事柄は、説明のためのみであり、
限定しないと解釈されるものとすることを、目的をする。詳細、および構造の変更は、本
発明の精神、および範囲から逸脱することなく、行われてもよい。ここに記載される詳細
な説明は、本発明を限定すると解釈されることも、または本発明の、いかなるそのような
他の実施形態、改造、変更、修正、および同等の配列を除外することも目的としていない
。
【００８５】
　したがって、当業者には容易に理解されるが、本発明の上記の詳細な説明を考慮して、
本発明は、幅広い利用および応用が可能である。多くの変更、修正、および同等の配列だ
けではなく、ここに記載されるもの以外の本発明の多くの改造は、添付の請求項に記載の
、本発明の内容、または範囲から逸脱することなく、本発明、およびその上記の詳細な説
明から明らかとなり、またはそれらによって適度に提案されるであろう。
【００８６】
　本発明が、特定の態様に関して詳細に、ここに記載される一方で、この詳細な説明が、
本発明の説明に役立つ、例示的なものにすぎず、本発明の完全で、権限が付与された開示
を提供する目的にのみ作成されることは、理解されるものとする。ここに記載される詳細
な説明は、本発明を限定すると解釈されることも、または本発明の、いかなるそのような
他の実施形態、改造、変更、修正、および同等の配列を除外することも目的としていない
。
【符号の説明】
【００８７】
　１００、１６２、１７２、２００、３００、４００、５００…ブランク
　１０２、１０４、２０２、２０４、３０２、３０４、４０２、５０２、５０４…分離パ
ネル
　１０６、１３４，１３８，１４２、２０６、３０６、３３４、３３６、４０６，４３４
，５０６，５３４，５３６，５６６…折り線
　１０８、２０８、３０８、４０８、５０８…分離パネルの対
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　１１０、１１２，１１４、２１０、２１４、３１０、３１６、４１０、５１０…ベース
パネル
　１１８，１２０、２１８、２２０、３１８，３２０，５１８，５２０…固定機能部
　１２２、１２６，２２２、３２２，３２６…弓形カット
　１２４，５７４…カット
　１２８、２２４、２２８、３２４、３２８…傾斜カット
　１３０，２３０，２６２，３３０，５６８…固定突起
　１４４、３４４、４４４，５４４…構造体
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